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請求書・申出書の記入方法 

 ～このページを参考に次のページをプリントアウトしてご利用ください。～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 窓口に来た方に対し、本人確認を行っておりますので、本人確認書類（マイナ

ンバーカード・運転免許証・パスポートなど）を持参してください。法人請求の

場合は、上記に加えて社員証または代表者からの委任状で権限確認を行います。

記入の仕方など、不明な点はお尋ねください。 

長崎市コールセンター 「あじさいコール」  朝８時～夜８時（年中無休） 

電話：０９５－８２２－８８８８ 
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 窓口に来た方の住所・氏名・生年月日を記入し、筆頭者との関係を選んでください。  

 戸籍を請求できる人は、 

（A） 請求戸籍に記載されている本人、又はその配偶者及び直系尊属・卑属の方 

（B） 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方 

（C） 国または地方公共団体に提出する必要がある方 

（D） その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方 

です。上記（A）～（D）の代理人の方が請求する場合は委任者が作成した委任状が
必要になります。 

 上記（B）～（D）の方が請求する場合は、添付資料として戸籍に記載された方との
関係がわかる書類（契約書等）が必要になります。法人が請求する場合は、上記の
資料に加えて代表者の資格証明書（作成後３カ月以内のもの）が必要になります。 

 身元証明については、本人以外の方が請求する場合は、委任状が必要です。 

 戸籍の附票については、窓口に来た方の自署又は記名押印が必要です。 

 

必要な証明書の種別を □ にチェックし、通数を記入してください。 

 【除籍】戸籍に記載されている人が婚姻・死亡等により全て除かれたもの。 

 【改製原戸籍】当市では平成１０年７月、電算化に伴い戸籍を一新（改製）しまし

た。（平成に市町村合併した旧町の改製原戸籍については、改製された時期が異なり

ますのでご注意ください。）。改製以前の戸籍の記録が必要な場合にご請求ください。 

 【戸籍の附票】住所の履歴が記載された書類。請求される際は、いつ頃のどの住所

の履歴が必要かご記入ください。 

 【身元証明】禁治産又は準禁治産の宣告・後見の登記・破産の通知を受けていない

ことを証明する書類。身分証明と呼ぶ場合もあります。 

 特に必要な記載（例：○○様死亡の記載があるものなど）がある場合は、その旨記
入願います。 

 本人、配偶者及び直系親族以外の方が請求する場合は、使用目的等を詳しく記入し
てください。 

 本人が記載されていない証明書を請求する場合は請求理由や続柄などを確認するた
め、関係書類を求める場合があります。 

 
 頼まれて窓口に来た方は、頼んだ方の住所・氏名を記入してください。 
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 必要な戸籍の本籍地と筆頭者の氏名を記入してください。筆頭者とは戸籍の最初に

記載されている方のことです。筆頭者は基本的に死亡後も変わることはありません。 



 


